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 ふくしまの園芸人育成・魅力発信事業に係る業務委託 

公募型プロポーザル方式募集要領 

 

１ 目 的 

この要領は、福島県（以下「県」という。）が公募型プロポーザル方式により業務受

託者を募集する手続きについて、必要な事項を定めるものである。 

 

２ 業務名 

「ふくしまの園芸人育成・魅力発信事業に係る業務委託」 

 

３ 業務概要 

園芸品目は、栽培に高度な技術と多くの手間等を要するため、原子力災害により脆弱

化した本県の生産基盤の回復には期間を要している。また、本県に対する根強い風評が

残ることから、県内への就農の断念や、離農者の増加が危惧される。 

このため、本業務は、本県の園芸品目や園芸産地に対する新たな風評発生の懸念を振

り払うため、本県の復興の現状や主要品目を栽培管理している農業者の安全・安心な農

産物生産に向けた栽培管理作業へのこだわりや産地の魅力を紹介する動画を作成する

とともに、産地情報発信のためのパンフレット作成、及びイベントの実施により、県外

の人々に発信することで、新たな風評を抑制する。また、動画の活用により、就農希望

者の本県での就農を促進し、産地発展につなげることで風評払拭の加速化をねらう。 

 

４ 業務仕様 

「別紙１ 仕様書（案）」のとおり 

なお、具体的な手法については、企画提案書の選定後に、提案内容を反映して調整し、

仕様書を確定する。 

 

５ 委託契約の見積限度額 

１１，４５３千円（消費税及び地方消費税額を含む。） 

この上限額以下の金額で委託業務を受注し、確実に実施可能な提案を行うこと。 

 

６ 業務の委託期間 

契約締結日から令和６年２月２９日（木）まで 
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７ 応募に関する事項について 

（１）参加資格 

次に掲げる条件をすべて満たした者とする。 

ア 地方自治法施行令第 167 条の 4 の規定に該当しないこと。 

イ 募集要領を公示した日から契約締結日までの期間において、県における入札参加資

格制限措置要綱の規定に基づく入札参加制限中の者でないこと。 

ウ 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）の規定による更生手続開始の申立てをした

者若しくはなされた者（同法第 41 条第 1 項に規定する更生手続き開始の決定を受

けた者を除く。）又は民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）の規定による再生手続

開始の申立てをした者若しくはなされた者（同法第 33 条第 1 項に規定する再生手続

き開始の決定を受けた者を除く。）でないこと。 

エ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3 年法律第 77 号）第 2 条

第 2 号に規定する暴力団（以下「暴力団」という。）に該当しないほか、次に掲げる

者でないこと。 

(ｱ) 役員等（提出者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している

者を、提出者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時契約を締結する事

務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。）が、暴力

団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3 年法律第 77 号）第２条第２

号に規定する暴力団（以下の「暴力団」という。）又は同条第 6 号に規定する暴力

団員（以下「暴力団員」という。）。 

(ｲ) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害

を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしている者。 

(ｳ) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するな

ど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している者。 

(ｴ) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するな

どしている者。 

(ｵ) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者。 

オ 県税を滞納している者でないこと。 

カ 消費税または地方消費税を滞納している者でないこと。 

キ 福島県内に本社または営業所を有すること。 

(２) 募集要領等の入手方法 
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募集要領及び参加申込書等の様式については、福島県農林水産部園芸課ホームページ

からダウンロードすること。なお、園芸課窓口または郵送等での配布は行わない。 

なお、園芸課窓口又は郵送等での配布は行わない。 

(３) 問合せ先及び提出先 

〒９６０－８６７０ 

福島県福島市杉妻町２番１６号（福島県庁西庁舎９階） 

福島県農林水産部園芸課（担当：主任主査 小林 智之、技師 木村 真澄） 

電 話：０２４－５２１－７３５５ 

ＦＡＸ：０２４－５２１－８５８１ 

Ｅ-ｍａｉｌ：engei@pref.fukushima.lg.jp 

 

８ 実施のスケジュール 

令和 ５年 ２月２７日（月）           プロポーザル方式募集要領の公表 

令和 ５年 ３月 ６日（月）正午まで   質問書の提出期限 

令和 ５年 ３月 ８日（水）１７時まで 質問書への回答 

令和 ５年 ３月 ９日（木）正午まで  参加申込書の提出期限 

令和 ５年 ３月２２日（水）正午まで   企画提案書等の提出期限 

令和 ５年 ３月２７日（月）（予定）    ヒアリング対象者の選定 

（一次審査）結果の通知 

令和 ５年 ３月２９日（水）（予定）   最優秀提案者の選定（二次審査） 

令和 ５年 ３月３１日（金）（予定）   二次審査結果の通知及び公表 

令和 ５年 ４月下旬    （予定）     契約締結 

 

９ 手続きに関する事項 

（１）質問書の提出 

質問については、以下により受け付ける。 

 ア 提出書類：質問書（様式第１号） 

 イ 提出期限：令和５年３月６日（月）正午まで 

 ウ 提出方法：郵送、持参、ＦＡＸ又は電子メールによること。 

        ※ＦＡＸ又は電子メールで送信後は、必ず電話で着信確認を行うこと。 

 エ 回答方法：競争上の地位その他正当な利益を害するおそれのあるものを除き、園

芸課のホームページに３月８日（水）１７時までに公表する。 
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（２）参加申込書の提出 

   プロポーザルに参加する意思のある者は、以下により必要書類を提出してくださ

い。なお、この提出がない者の企画提案は受け付けない。 

 ア 提出書類：①参加申込書（様式第２号） 

         ②会社の概要や実施業務分野が記載されたパンフレット等 

（１部） 

 イ 提出期限：令和５年３月９日（木）正午まで 

 ウ 提出方法：郵送、持参、ＦＡＸ又は電子メールによること。 

※ＦＡＸ又は電子メールで送信後は、必ず電話で着信確認を行うこ

と。 

（３）企画提案書等の提出 

プロポーザルに参加する意思のある者は、９（２）の参加申込書を提出した上で、

以下により必要書類を提出すること。 

ア 提出書類：①企画提案書（記載内容については１０のとおり） 

       ②県から受注した委託業務実績一覧（令和２年度～令和４年度） 

イ 提出部数：１０部 

ウ 提出期限：令和５年３月２２日（水）正午まで 

エ 提出方法：郵送又は持参 

        ※FAX 及び電子メールによる提出は受け付けない。 

オ そ の 他：提出書類の作成に要する経費は全て参加者の負担とし、提出された書

類等は返還しない。 

 

１０ 企画提案書の記載内容、提出書類 

（１）記載内容 

 ア 本県現状を踏まえた本業務の考え方 

本業務を実施する上で基本となる考え方、本県農業及び農産物に対する風評の払

拭、就農希望者の本県での就農促進による産地発展に向けた事業への取組方針につ

いて、方向性、効果的な情報発信の方法等を提案すること。 

 イ 事業の取組内容 

仕様書に従い、風評払拭を促進させ、本県園芸分野への就農志向を向上させる各

業務の取組事項案、方法及びスケジュールについて具体的に提案すること。 
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 ウ 業務の実施体制 

本業務の目的を達成するための実施体制及び関係団体との連携について記載す

ること。 

また、本業務の遂行に当たっては、十分な経験を有する者を総括責任者として配

置することとし、総括責任者の所属、氏名、経歴、過去の実績等を明記すること。 

 エ 積算見積書 

仕様書の業務内容ごとに、費目の内訳がわかるよう記載すること（人件費、交通

費、通信運搬費、印刷費等）。 

また、消費税及び地方消費税が分かるように記載すること。 

（２）様式 

様式は任意とし、１０（１）ア～エの全体でＡ４版両面７枚（１４頁）以内とす

ること。表紙は枚数に含まない。 

なお、必要に応じてＡ３版の折込を可とするが、片面２頁としてカウントする。 

 

１１ 企画提案書の評価基準等 

（１）選定方式 

公募型プロポーザルの選定方式により、各参加者からの企画提案を受け、県はこれ

を総合的に評価し、業務委託予定者（単独随意契約の予定者）を選定する。 

ア ヒアリング対象者の選定（一次審査） 

参加者の企画提案書について、「（２）審査基準及び配点」により書面審査を行い、

二次審査におけるヒアリング対象者（３者以内）を選定する。一次審査結果につい

ては、企画提案書を提出した参加者全員に対して書面で通知をする。なお、選定さ

れなかった理由については、この通知の日の翌日から起算して２週間以内に書面で

説明を求めることができる。 

また、企画提案書の提出者が３者以下の場合は一次審査手続きを省略し、募集要

領の参加資格を有し、不適格事項の該当がないことを判断の上、適合する全ての提

案者をヒアリング対象者とし、その旨を書面で周知する。 

【一次審査の結果通知：令和５年３月２７日(月)予定】 

イ 最優秀提案者の選定（二次審査） 

   一次審査で選定された対象者に対し、企画提案書のプレゼンテーション及びヒア

リングによる二次審査を実施する。 

(ｱ) 正式な開催日時及び場所は別途対象者へ通知する。 
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【二次審査の実施日：令和５年３月２９日（水）予定】 

(ｲ) プレゼンテーション時間は２５分以内（説明１５分以内、質疑１０分以内）。 

(ｳ) その他参考資料(プレゼンボード、写真等)の持ち込みは可とするが、追加の資料

配付は認めない。 

(ｴ)  プレゼンテーションに要する経費は全て参加者の負担とする。 

ウ 審査結果の通知及び公表 

二次審査会参加者全員に対し、書面で通知するとともに、福島県園芸課ホームペ

ージで公表する。なお、選定されなかった理由については、この通知の日の翌日か

ら起算して２週間以内に書面で説明を求めることができる。 

【結果の通知及び公表：令和５年３月３１日(金)予定】 

（２）審査基準及び配点 

下記の審査項目、配点及び評価基準により審査を行う。 

審査項目 配点 評価基準 

１ 現状を踏まえた本業務の考え方 １５点 現状及び取組方針の明確性、業務の理解

度等 

２ 各業務の取組内容 ６０点 本県の園芸分野への就農志向の啓発効

果、風評払拭への効果、業務運営手法、業

務内容の的確性、対象の明確化、スケジュ

ール、履行の確実性等 

３ 業務の実施体制 １５点 実施体制、業務の遂行能力、各関係機関・

団体の事業との調整や相乗効果等 

４ 事業費の妥当性 １０点 実施内容に対する予算妥当性等 

 

（３）業務委託予定者 

審査会において、審査委員ごとに企画提案書の評価・採点を行い、その点数を合計

した総合点により、業務委託予定者及び次点の者を決定する。 

なお、企画提案者が１者のみの場合は、審査員が採点した総合点の平均値が配点の

合計点数の６割（60 点）以上となった場合に、当該業務委託予定者とする。 

 

１２ 企画提案書を失格とする事項 

書類が次のいずれかに該当した場合その参加者を失格とする。 

（１）募集要領等で示す条件に違反した企画提案書 
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（２）虚偽の内容が記載されている企画提案書 

（３）プロポーザル審査委員会の委員又は関係者に企画提案書に対する援助を直接的又

は間接的に求めた者が提出した企画提案書 

（４）見積限度額を超えている企画提案書 

  

１３ 契約に関する事項 

（１）仕様書の協議 

業務委託予定者は県と協議して、委託契約に係る仕様を確定した上で契約を締結す

る。 

仕様書は、業務委託予定者の提案内容を反映して決定するが、全ての提案内容は反

映されない場合がある。 

（２）契約金額の決定  

協議結果に基づき仕様書を作成し、これに基づき改めて見積書を徴取して決定する。

なお、見積金額は見積限度額を超えないものとする。 

（３）評価内容の担保 

企画提案書に基づく履行ができなかった場合において、再度の履行が困難又は合理

的でないときは、県は契約の相手方に対し契約金額の減額、損害賠償の請求、契約の

解除、違約金の請求の対象とすることができる。 

（４）その他 

この手続きに参加した者が、参加資格のいずれかを満たさないこととなった場合、

または見積徴取の結果、契約締結に至らなかった場合は、審査結果において次点であ

った者と契約の協議をする。 

 

 

１４ その他 

（１）全ての制作物等の権利は福島県に帰属する。 

（２）本事業の成果品は、県のホームページ等での二次使用、また、ポスター、パンフ

レット等への掲載等を行う場合があるため、第三者の有する著作権その他の権利を

侵害することがないよう、制作に当たっては必要な許諾を得ること。 

（３）企画提案の規模を下回ることがないように、実現可能な提案とすること。仮に、

企画提案書の内容を実施できない場合には、委託者と協議のうえ企画提案書と同等

の内容に変更することが可能であるが、その場合には委託料の減額となることがあ
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る。 

（４）当事業は、令和５年度予算として執行するものであることから、事業は国及び県

の予算が可決され、令和５年４月１日以降で予算の執行が可能となったときに確定

するものである。 


